
風水害への備え
羽島郡広域連合消防本部　☎388‐1195

離婚時の年金分割制度をご存じですか？

消防署

　サラリーマンなどが加入する厚生年金（公務員が加入する共済年金も含む）は、給与など
の報酬の額に応じて保険料を納付し、その記録に基づいて厚生年金（共済年金も含む）が支
払われます。
　離婚をした場合、婚姻期間中の厚生年金記録（標準報酬月額・標準賞与額）を分割して、
それぞれ自分の年金とすることができます。離婚から2年以内に手続きを行う必要があります
ので、お早めに年金事務所へご相談ください。
年金の分割方法
①合意分割制度
・当事者の合意により定めた按分割合で、婚姻期間中の厚生年金記録を分割できます。
・合意がまとまらない場合は当事者の一方からの請求により、裁判所が按分割合を定めるこ
とができます。
②3号分割制度
・国民年金の第3号被保険者（厚生年金の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配
偶者で20歳以上60歳未満）であった方からの請求により、厚生年金記録を分割できます。
・年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
・平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が、分割の対象になります。
※上記①②のいずれの制度も共済組合の組合員である期間を含みます。
c岐阜南年金事務所　☎273‐6161

　近年、台風や集中豪雨による風水害が全
国各地で発生し沢山の人々が被害にあって
います。大雨は短時間でも河川の急激な増
水や道路の冠水、土砂災害を引き起こしま
す。自分の命や家族の命を守るためにも、次
の3つのことに注意しましょう。

1つ目は、事前の確認です。
　ハザードマップで自宅周辺の危険個所や
避難場所を確認し、避難経路を家族で共有
しておきましょう。いざという時は、焦りが出
てしまう為、事前に確認しておくことはとても
大事になってきます。
　また、非常用持出袋も準備しておくことも
とても大切です。

2つ目は、早めの行動です。
　インターネット等を活用して、気象情報や
避難情報、風水害の警戒レベルをこまめに
確認し、自分は「まだ大丈夫」と思わず、早
めの避難行く動への準備を心がけましょう。

特に高齢者や小さなお子さんのいるご家庭
は、早めの判断が必要不可欠です。

3つ目は、風水害時危険とされている場所
に絶対に近づかないことです。
　増水した川や用水路、冠水した道路は大
変危険です。水深が浅く見えても流れが急
激に速くなる場合があります。絶対に近づか
ないようにしてください。

　以上の3つのことを踏まえ、日ごろからの
備えといざという時の落ち着いた行動が何
よりも重要です。ご家族やご近所同士で声
を掛け合いながら、互
いに助け合える地域
を作り、地域全体で
防災意識をより高め、
風水害時に被害に遭
う方を減らしていける
ようにしましょう。

保健カレンダー

場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち 場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち
こども館「かさくら」
総合交流センター福祉健康センター 1日（金）

19日（火）
12日（火）
25日（月）

9：30～11：30
13：30～14：30 13：30～14：30

9：30～11：00
13：00～14：30

10：30～11：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要　スタッフ：保健師、助産師（福祉健康センターのみ）、栄養士、歯科衛生士、精神保健福祉士、親子サポート教室にじいろ指導員（こども館のみ）

場　所 時間日にち 申込・参加費
貯筋（ちょきん）くらぶ（体操教室）

こども家庭センター
（福祉健康センター内）

妊娠期から18歳までの子育てをサポート

妊娠届・母子健康手帳の交付について

こどもの
健診・教室などの
年間予定

〇保健師・助産師・管理栄養士・精神保健福
祉士による電話相談・家庭訪問

☎388‐7171（平日8：30～17：15）

母子健康手帳の交付（妊娠
届）は、予約制です。
交付時間9：00～16：00
電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

総合交流センター

松枝交流センター

笠松
中央交流センター

1日（金）
20日（水）
13日（水）
27日（水）
7日（木）
22日（金）
8日（金）
20日（水）
13日（水）
27日（水）

10：00～
11：30

13：30～
15：00

・初参加の方
　のみ要申込
　☎388‐7171
・参加費：
　100円/回

内　容 対象 受付時間日にち

5月の健康だより

〇こどもの教室　（場所：福祉健康センター）☎388‐7171（平日8：30～17：15）

〇介護予防事業（主に65歳以上が対象）

プレパマクラブ（要予約） 妊婦と
そのパートナー
産後2か月から1年未満
のお子さんと母親

12日（火）
25日（月）

10：00～11：00
13：30～15：00

12日（火）10：30～11：30

22日（金）10：00～11：30

12日（火） 9：30～11：00
25日（月）13：00～14：30

1日（金） 9：30～11：30
13日（水）
18日（月）
21日（木）

9：00～12：00

子育てママサロン・
バランスボール（要予約）

▲申込フォーム

※当番医等は変更となる場合があります。※受診前に必ず病院等へ電話相談をしてください。
※日頃から「かかりつけ医」を持ちましょう。休日急病診療

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話
3
4
5
6
10
17
24
31

片山クリニック
北田内科クリニック
羽島クリニック
小寺医院
さかいだ耳鼻咽喉科
しみずこどもクリニック
森本内科・皮ふ科
こめの医院

笠松町田代
岐南町下印食
笠松町門間
笠松町美笠通
岐南町八剣
岐南町野中
笠松町奈良町
笠松町米野

☎388‐8700
☎278‐1030
☎387‐6161
☎387‐4504
☎214‐3322
☎248‐3211
☎388‐3600
☎387‐6010

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話
3
6
10
17
24

なかま薬局笠松店
シトラス薬局笠松店
さくら薬局岐南店
ファミリー薬局のなか店
宮川薬局

笠松町田代
笠松町美笠通
岐南町八剣
岐南町野中
笠松町奈良町

☎388‐7233
☎387‐7900
☎240‐2811
☎259‐4116
☎387‐1677

西垣歯科クリニック
きたはら歯科クリニック
さくら歯科
岐南歯科クリニック
こころ歯科医院
ぎふデンタルフォレストアライブ
みやかわ歯科医院
えそらデンタルクリニック

笠松町北及
岐南町野中
笠松町門間
岐南町八剣北
岐南町徳田
笠松町長池
岐南町下印食
笠松町門間

☎387‐5900
☎247‐8168
☎387‐9114
☎248‐1116
☎274‐0118
☎372‐3510
☎272‐9988
☎372‐8883

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談
　（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの判断に迷う時）
　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎216‐0119
■子ども医療電話相談（こどもの急な病気・けがに困った時の相談）
　☎♯8000
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎240‐4119

離乳食教室（要予約）

歯みがき教室

5～6か月児

乳幼児と保護者

発達が心配なこども
とその保護者

ことばの相談：就学前まで
発達相談会：18歳以下

ことばの相談（場所：こども館）

（沐浴体験や助産師から妊娠・出産の講話）

（離乳食の進め方等の講話）

（歯の汚れチェックや歯みがき指導）

（親子サポート教室にじいろ指導員による言葉、発達面の相談）

発達相談会（要予約）
（臨床心理士による発達に関する相談）

※乳幼児健診の対象者の方には個別通知します。日程はホームページをご覧ください。

ふれあいひろば（認知症予防教室）

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

場　所 時間日にち

福祉健康センター

福祉会館

1日（金）

28日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

場　所 時間日にち
総合交流センター

福祉健康センター※

11日（月）

12日（火）
10：00～
11：00

問合せ
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133
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